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款 項 金   額

歳  入

第１表 歳入歳出予算 

市　税

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

鉱産税

入湯税

都市計画税

地方譲与税

自動車重量譲与税

地方揮発油譲与税

利子割交付金

利子割交付金

配当割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方特例交付金

地方交付税

地方交付税
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第 ３ 表   債務負担行為
（単位：千円）

訴訟業務委託料
平 成 年 度
か ら 事 件 が 完 結
す る 年 度 ま で

平成30年度に契約締結し
た訴訟業務に係る委託料
のうち、翌年度以降に支払
う額

至 平 成 年 度

平　成　31　年　度

河川水調査業務委託料

第２次環境基本計画策定支援業務委託料

平成30年度に融資を受け
た資金の利子補給額

平成30年度合併処理浄化槽転換工事資金利子補給金
自 平 成 年 度

資源物売渡し運搬業務委託料

自 平 成 年 度

至 平 成 年 度

期 間事 項

至 平 成 年 度
自 平 成 年 度栃木県議会議員選挙公設ポスター掲示場

設置撤去工事請負費

限 度 額

成年後見等開始審判申立業務委託料
平 成 年 度 か ら
業務完了の日の属
す る 年 度 ま で

平成30年度に契約締結し
た申立業務に係る委託料
のうち、翌年度以降に支払
う額

至 平 成 年 度

平成30年度過疎地域介護保険事業所人材育成
修学資金貸付金

至 平 成 年 度

自 平 成 年 度

平 成 年 度 か ら
貸 付 が 終 了 す る
年 度 ま で

平成30年度に貸付の決定
をした修学資金のうち、翌
年度以降に貸付を行う額

日光市子ども・子育て支援事業計画策定委託料 平　成　31　年　度

特別養護老人ホーム等整備費補助金

平成30年度過疎地域等医療機関看護師人材育成
修学資金貸付金

平 成 年 度 か ら
貸 付 が 終 了 す る
年 度 ま で

平成30年度に貸付の決定
をした額

成人健康診査業務委託料
自 平 成 年 度

平成30年度に契約締結し
た成人健康診査業務に係
る委託料のうち、翌年度以
降に支払う額

自 平 成 年 度
至 平 成 年 度

第 ２ 表   継  続  費
（単位：千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 割 額

平 成 年 度

年 度

４　衛生費  ２　清掃費
旧日光ごみ処理施設解
体整備事業

平 成 年 度
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期 間事 項 限 度 額

至 平成 年度
自 平成 年度

自 平成 年度

平成30年度に貸付の決定
をした奨学金のうち、翌年
度以降に貸付を行う額

至 平成 年度

至 平成 年度

至 平成 年度

平成 年度の融資額のう
ち、栃木県信用保証協会
が債務の保証を行うことに
より生ずる代位弁済額から
㈱日本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除した
額の 分の に相当する額。
ただし、責任共有制度負担
金方式の対象となるもの
は、平成 年 月 日締結
の損失補償契約の変更契
約書第１条によるものとす
る。

自 平成 年度

平成30年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
東日本大震災の被災に伴
う農漁業緊急支援資金利
子補給金交付要綱第5条
に規定する率を乗じて得た
額

平成30年度に交付の決定
をした補助金のうち、翌年
度以降に交付する額

自 平成 年度
塵芥収集業務委託料

平成30年度民間建築物耐震改修等補助金

至 平成 年度

平成30年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
農業振興資金利子補給金
交付要綱第5条に規定する
率を乗じて得た額

自 平成 年度

自 平成 年度

平成30年度農業近代化資金利子補給金

平成30年度農業振興資金利子補給金

学校給食調理等業務委託料
（今市中、日光学校給食センター、足尾学校給食セン
ター）

自 平成 年度

栃木県信用保証協会の平成30年度日光市中小企業
振興資金融資保証に対する損失補償

平成30年度東日本大震災の被災に伴う農漁業緊急
支援資金利子補給金

自 平成 年度

至 平成 年度

日光市クリーンセンター周辺環境モニタリング調査
業務委託料

学校給食調理等業務委託料
（南原小、大沢小、猪倉小、日光小、大沢中）

平成30年度奨学資金貸付金
平成 年度 か ら
貸付が終了す る
年 度 ま で

至 平成 年度
自 平成 年度

平成30年度に融資を受け
た融資残高に対し、日光市
農業近代化資金等利子補
給金交付要綱第5条に規
定する率を乗じて得た額

至 平成 年度

至 平成 年度
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職員数 報　酬 給　料
期  末
手  当

寒冷地
手   当

その他
の手当

計 共済費 合　計 備　考

（千円）

年 　間
支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

その他の
特 別 職

計

その他の
特 別 職

計

長　等

議　員 △ 4 △ 17,189 △ 5,820 △ 23,009 △ 1,915 △ 24,924

その他の
特 別 職

計 △ 9,049 △ 5,458 △ 14,507 △ 13,635

給 　与　 費 　明　 細　 書

１　　特　　別　　職

給　　　　　　　与　　　　　　　費

区　　分

本
　
　
年
　
　
度

長　等 通勤手当

議　員

前
　
　
年
　
　
度

長　等 通勤手当

比
　
　
　
　
　
較

議　員
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給  　　料 職員手当等 計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本 年 度

前 年 度

比　　較 △ 9 △ 63,012 △ 50,330 △ 35,032

扶養手当 地域手当 住居手当
初任給調整
手　　　　当

通勤手当
単身赴任
手　　　当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本年度

前年度

比　較 △ 536 △ 477 △ 384

特殊勤務
手　　  当

時間外勤務
手　　 　　当

宿日直手当
管理職員特
別勤務手当

夜間勤務
手　　　当

休日勤務
手　　  当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本年度

前年度

比　較 △ 213

管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本年度

前年度

比　較 △ 19,591 △ 2,413 △ 4,645

区　　分

備　　　考 本　年　度

前　年　度

職員手当

等の内訳

区　分

区　分

区　分

２　　一　　般　　職

（１）　総　　　括

区　　分 職員数

　　　　一般職職員一人当たり
　　　　給与費の状況

一人当たり給与費（千円）

合  　  計 備  　  考
給　　　　　与　　　　　費

共  済  費
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増減額

（千円） （千円）

給料 △ 63,012 給与改定

に伴う

増減分

昇給

に伴う 人

増加分

その他の △ 112,521

増減分

△ 67,900

現給保障廃止による減分

△ 3,576

　　職員数の減
　　育児休業者等の減 △ 61,901

職員 制度改正 寒冷地手当支給条例 △ 1,380

手当 に伴う 廃止に伴う経過措置

 等 増減分 による減分

扶養手当制度改正に

伴う経過措置による

増減分

その他の

増減分 　　　期末手当

　　　勤勉手当

 その他の増減分   

　　手当受給者の変動
　　職員数の減 △ 14,660

その他の増減分

昇給・昇格に伴うはね返り増減

昇格による増分

新陳代謝による増減分

会計間異動による増減分

   給料の改定率

   平均昇給率 （昇給期） （職員数）

　昇給
　職員数

１月

（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細

区分
増減事由別内訳

説              明 備　　　　　　　　　　　考

給与改定の状況
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区　　　分 ８ 級 ７ 級 ６ 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級

主 　事

保育士

技 　師

保健師

看護師

栄養士

参 　事 副参事 主　 幹 主 　査 主 　任 主 　事

消防監 司令長 司令補 士 　長 副士長 消防士

区　　　分 ５ 級 ４ 級 ２ 級 １ 級

主 　任

消   防  職
司 　令

３ 級

副主幹

技能労務職
技能主事 主任技能員 技能員

労務主事 主任労務員 労務員

  （級別の標準的な職務内容）

一般行政職 参 　事 副参事 主   幹 主 　査

副主幹
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（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

人 事 評 価 シ ス テ ム
構 築 業 務 委 託 料

30～33

人 事 給 与 シ ス テ ム
機 器 等 借 上 料

30～33

財 務 会 計 シ ス テ ム 等
再 構 築 事 業 費

30～35

本 庁 舎 移 転 計 画 等
策 定 業 務 委 託 料

日 光 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

30～31

み ど り 市 鉄 道 経 営 対 策
事 業 基 金 負 担 金

22～29

庁 内 情 報 系 シ ス テ ム サ ー バ
保 守 業 務 委 託 料

26～29 30～32

庁 内 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
再 構 築 事 業 費

Ｊ Ｒ 今 市 駅 ・ 東 武 下 今 市 駅
自 転 車 駐 車 場 管 理 等
業 務 委 託 料

28～29 30～32

訴 訟 業 務 委 託 料

平成29年度に契約締
結した訴訟業務に係
る委託料のうち、翌年
度以降に支払う額

～
事件が完結

するまで

平成29年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成29年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

訴 訟 業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した訴訟業務に係
る委託料のうち、翌年
度以降に支払う額

～
事件が完結

するまで

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成30年度に契
約締結した訴訟
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

防 犯 灯 器 具 借 上 料 25～29 30～35

日光市長・日光市議会議員選
挙 公 設 ポ ス タ ー 掲 示 場
設 置 撤 去 工 事 請 負 費
栃 木 県 議 会 議 員 選 挙
公 設 ポ ス タ ー 掲 示 場
設 置 撤 去 工 事 請 負 費

成 年 後 見 等 開 始 審 判
申 立 業 務 委 託 料

平成29年度に契約締
結した申立業務に係
る委託料のうち、翌年
度以降に支払う額

～
業務完了す
る年度まで

平成29年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成29年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

成 年 後 見 等 開 始 審 判
申 立 業 務 委 託 料

平成30年度に契約締
結した申立業務に係
る委託料のうち、翌年
度以降に支払う額

～
業務完了す
る年度まで

平成30年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平成30年度に契
約締結した申立
業務に係る委託
料のうち、翌年
度以降に支払う
額

平 成 年 度 特 別 養 護
老 人 ホ ー ム 等 整 備 資 金
利 子 補 給 金

25～29 30～33

平 成 年 度 特 別 養 護
老 人 ホ ー ム 等 整 備 資 金
利 子 補 給 金

26～29 30～35

債 務 負 担 行 為 で 平 成 年 度 （ 年 度 ） 以 降 に わ た る も の に つ い て の
平 成 年 度 （ 年 度 ） 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 及 び
平 成 年 度 （ 年 度 ） 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

平 成 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

平成29年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業近代
化資金等利子補給金
交付要綱第5条に規
定する率を乗じて得た
額

30～44

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平 成 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業近代
化資金等利子補給金
交付要綱第5条に規
定する率を乗じて得た
額

31～45

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業近代化
資金等利子補給
金交付要綱第5
条に規定する率
を乗じて得た額

平 成 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

18～29 30～40

平 成 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

20～29 30～31

平 成 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

20～29

平 成 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

21～29 30～41

平 成 年 度
ス ー パ ー 総 合 資 金
（ 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 ）
利 子 助 成 金

22～29 30～31

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

25～29

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

26～29 30～31

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

27～29 30～32

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

28～29 30～33

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

平成29年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業振興
資金利子補給金交付
要綱第5条に規定する
率を乗じて得た額

30～34

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平 成 年 度
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市農業振興
資金利子補給金交付
要綱第5条に規定する
率を乗じて得た額

31～35

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市農業振興資
金利子補給金交
付要綱第5条に
規定する率を乗
じて得た額
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

平 成 年 度
東日本大震災の被災に伴う農
漁業緊急支援資金利子補給金

平成29年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市東日本大
震災の被災に伴う農
漁業緊急支援資金利
子補給金交付要綱第
5条に規定する率を乗
じて得た額

30～34

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平成29年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平 成 年 度
東日本大震災の被災に伴う農
漁業緊急支援資金利子補給金

平成30年度に融資を
受けた融資残高に対
し、日光市東日本大
震災の被災に伴う農
漁業緊急支援資金利
子補給金交付要綱第
5条に規定する率を乗
じて得た額

31～35

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

平成30年度に融
資を受けた融資
残高に対し、日
光市東日本大震
災の被災に伴う
農漁業緊急支援
資金利子補給金
交付要綱第5条
に規定する率を
乗じて得た額

市有林森林経営業務委託料

平成28年度に契約締
結した森林経営業務
に係る委託料のうち、
翌年度以降に支払う
額

30～33

平成28年度に契
約締結した森林
経営業務に係る
委託料のうち、
翌年度以降に支
払う額

平成28年度に契
約締結した森林
経営業務に係る
委託料のうち、
翌年度以降に支
払う額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成18年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額

30～32

平成18年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額

平成18年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成19年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～33

平成19年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成19年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成20年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～34

平成20年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成20年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成21年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から中小
企業信用保険公庫が
支払う保険金の額を控
除した額の2分の1に
相当する額。ただし、
責任共有制度におけ
る負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

26～29

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から中小企業信
用保険公庫が支
払う保険金の額
を控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から中小企業信
用保険公庫が支
払う保険金の額
を控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成21年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

31～35

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成21年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成22年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

23～29 30～31

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成22年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

32～36

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成22年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成23年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

24～29 30～32

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成23年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

33～37

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成23年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成24年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

25～29 30～33

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成24年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

34～38

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成24年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成25年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

26～29 30～34

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成25年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

35～39

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成25年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成26年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～35

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成26年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

36～40

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成26年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成27年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～41

平成27年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成27年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成28年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～42

平成28年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成28年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成29年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～43

平成29年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成29年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の
平 成 年 度 中 小 企 業 振 興
資 金 融 資 保 証 に
対 す る 損 失 補 償

平成30年度の融資額
のうち､栃木県信用保
証協会が債務の保証
を行うことにより生ずる
代位弁済額から㈱日
本政策金融公庫が支
払う保険金の額を控除
した額の2分の1に相
当する額。ただし、責
任共有制度における
負担金方式による負
担金算定の対象となる
ものについては、平成
19年10月1日締結の
損失補償契約書の変
更契約書第1条による
ものとする。

30～44

平成30年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平成30年度の融
資額のうち､栃木
県信用保証協会
が債務の保証を
行うことにより生
ずる代位弁済額
から㈱日本政策
金融公庫が支払
う保険金の額を
控除した額の2
分の1に相当す
る額。ただし、責
任共有制度にお
ける負担金方式
による負担金算
定の対象となる
ものについて
は、平成19年10
月1日締結の損
失補償契約書の
変更契約書第1
条によるものとす
る。

平 成 年 度 小 規 模 事 業 者
経 営 改 善 資 金 利 子 補 給 金

小倉町周辺整備商業施設取得
等資金融資に対する損失補償

30～56

平成 年度台風第 号等大雨
被害に伴う中小企業振興資金
融 資 利 子 助 成 金

27～29 30～37

中 心 市 街 地 集 客 拠 点
施 設 指 定 管 理 料

30～34

海外観光情報発信強化・プロ
モ ー シ ョ ン 業 務 委 託 料

～

観 光 誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン
業 務 委 託 料

30～31

温 泉 保 養 セ ン タ ー
「 か た く り の 湯 」
指 定 管 理 料

28～29 30～32

今 市 宿 市 縁 ひ ろ ば
指 定 管 理 料

26～29

日 光 郷 土 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

27～29 30～31

霧 降 高 原 キ ス ゲ 平 園 地
指 定 管 理 料

28～29 30～32

温泉保養センター「やしおの湯」
及び「日光温泉」指定管理料

28～29 30～32
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

平成 年度奨学資金貸付金

平成30年度に貸付の
決定をした奨学金のう
ち、翌年度以降に貸
付を行う額

～
貸付が終
了する年
度まで

平成30年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

平成30年度に貸
付の決定をした
奨学金のうち、
翌年度以降に貸
付を行う額

小 学 校 警 備 業 務 委 託 料 ～ 30～32

小 学 校 自 家 用 電 気 工 作 物
保 安 管 理 業 務 委 託 料

～ 30～32

中 学 校 警 備 業 務 委 託 料 ～ 30～32

中 学 校 自 家 用 電 気 工 作 物
保 安 管 理 業 務 委 託 料

～ 30～32

杉 並 木 公 園 ギ ャ ラ リ ー
指 定 管 理 料

28～29 30～32

今 市 文 化 会 館
指 定 管 理 料

28～29 30～32

図 書 館 指 定 管 理 料 30～33

小 杉 放 菴 記 念 日 光
美 術 館 指 定 管 理 料

21～29

運 動 公 園 等 指 定 管 理 料 28～29 30～32

日光運動公園・細尾ドームリン
ク ・ 日 光 体 育 館 指 定 管 理 料

28～29 30～32

霧 降 ス ケ ー ト セ ン タ ー
指 定 管 理 料

26～29

西 川 運 動 場 指 定 管 理 料 ～ 30～32

学 校 給 食 調 理 等
業 務 委 託 料

学 校 給 食 調 理 等
業 務 委 託 料
（今市第二小、今市第三小、大
室小、落合東小、落合西小、落
合中、藤原学校給食センター）

30～32

学校給食調理等業務委託料
（ 南 原 小 、 大 沢 小 、 猪倉 小、
日 光 小 、 大 沢 中 ）

30～33

学校給食調理等業務委託料
（今市中、日光学校給食セン
ター、足尾学校給食センター）

30～31
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期 間 金 額 期 間 金 額
国   県
支出金

地方債 その他

事 項 限 度 額
一般財源

（ 見 込 ） 額

平 成 年 度 末 平 成 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳 （ 該 当 が あ る 場 合 記 入 ）
ま で の 支 出

の 支 出 予 定 額 特 定 財 源

（旧今市市分）

平 成 年 度 農 業 近 代 化
資 金 利 子 補 給 金
（ 公 害 防 止 資 金 ）

16～29

平 成 ９ 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

9～29 30～31

平 成 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

10～29 30～31

平 成 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

11～29 30～31

平 成 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

12～29 30～33

平 成 年 度 農 業 経 営
基 盤 強 化 資 金
利 子 補 給 金

13～29 30～36

（旧日光市分）

日 光 市 民 病 院 介 護 老 人
保 健 施 設 補 助 事 業

13～29 30～38
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１．

２．

３．

土 木

（単位：千円）

現在高見込額現 在 高
平成 年度中

平成 年度中増減見込み

総 務

民 生

平成 年度末平成 年度末

普 通 債

区 分

臨時財政対策

住 宅

衛 生

農 林 水 産

消 防

商 工

土 木

県 振 興 資 金

そ の 他

災 害 復 旧 債

教 育

過 疎 対 策

農 林

減 税 補 て ん

臨時税収補てん

合 計

地方債の平成28年度（2016年度）末における現在高並びに平成29年度

（2017年度）末及び平成30年度（2018年度）末における現在高の見込に

関する調書

現在高見込額元 金 償 還
起 債 見 込 額

平成 年度中

見 込 額

平成 年度末

そ の 他



国民健康保険事業特別会計
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平成３０年度 ２０１８年度 日光市国民健康保険事業特別会計予算

平成３０年度 ２０１８年度 日光市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，０３４，１４６千円、直

営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７４，７４４千円と定める。

２ 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれら

の経費の各項の間の流用
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款 項 金   額

歳  入

第１表 歳入歳出予算（事業勘定）

国民健康保険税

国民健康保険税

一部負担金

一部負担金

使用料及び手数料

手数料

県支出金

県補助金

財政安定化基金支出金

財産収入

財産運用収入

財産売払収入

繰入金

他会計繰入金

基金繰入金

繰越金

繰越金

諸収入

延滞金加算金及び過料

雑　入

市　債

市　債

　　歳 入 合 計
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款 項 金   額

歳  出

総務費

総務管理費

徴税費

運営協議会費

趣旨普及費

保険給付費

療養諸費

高額療養費

出産育児諸費

葬祭諸費

移送費

国民健康保険事業費納付金

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

保健事業費

特定健康診査等事業費

保健事業費

基金積立金

基金積立金

諸支出金

償還金及び還付加算金

延滞金

繰出金

予備費

予備費

　　歳　　 　出　　 　合　　 　計
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款 項 金   額

歳  入

第１表 歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

診療収入

外来収入

使用料及び手数料

手数料

繰入金

他会計繰入金

事業勘定繰入金

繰越金

繰越金

諸収入

雑　入

市　債

市　債

　　歳 入 合 計
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款 項 金   額

歳  出

総務費

施設管理費

研修研究費

医業費

医業費

施設整備費

施設整備費

公債費

公債費

予備費

予備費

　　歳　　 　出　　 　合　　 　計
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第 ２ 表   債務負担行為　（事業勘定）　
（単位：千円）

自 平 成 年 度
至 平 成 年 度

限 度 額

平成30年度に契約締結し
た特定健康診査業務に係
る委託料のうち、翌年度に
支払う額

若年層一般健康診査業務委託料
自 平 成 年 度
至 平 成 年 度

事 項 期 間

特定健康診査業務委託料

平成30年度に契約締結し
た若年層一般健康診査業
務に係る委託料のうち、翌
年度に支払う額
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第 ３ 表    地  方  債　（事業勘定）　
（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 普通貸借 無利子
　債権者と協定す
るところによる。
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第 ３ 表    地  方  債　（直営診療施設勘定）　
（単位：千円）

１．５％以内

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率

医 療 施 設 整 備 事 業

医 療 設 備 整 備 事 業

政府資金につい

ては、その融通条

件により、銀行そ

の他の場合には、

その債権者と協定

するところによる。

ただし、市財政

の都合により、据

置期間及び償還期

限を短縮し、もし

くは繰上償還又は

低利債に借り換え

ることができる。

（ ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて､利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率 ）

普 通 貸 借

ま た は

証 券 発 行
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１ 総   括

（歳　入）

款

（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比  較

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

 1 国民健康保険税 1,965,243 2,096,875 △131,632

 2 一部負担金 4 4 0

 3 使用料及び手数料 1,500 1,700 △200

 4 県支出金 6,444,585 543,172 5,901,413

 5 財産収入 197 245 △48

 6 繰入金 613,643 1,003,478 △389,835

 7 繰越金 2 2 0

 8 諸収入 8,971 5,774 3,197

 9 市　債 1 0 1

(廃款)国庫支出金　 0 2,380,334 △2,380,334

(廃款)療養給付費交付金　 0 239,794 △239,794

(廃款)前期高齢者交付金　 0 2,738,446 △2,738,446

(廃款)共同事業交付金　 0 2,760,205 △2,760,205

歳　　　入　　　合　　　計 △2,735,88311,770,0299,034,146
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− 279 −



− 280 −



− 281 −



− 282 −



− 283 −



− 284 −



− 285 −



− 286 −



− 287 −



− 288 −



− 289 −



− 290 −



− 291 −



− 292 −



− 293 −



− 294 −



− 295 −



− 296 −



− 297 −



− 298 −



− 299 −



− 300 −



− 301 −



− 302 −



− 303 −



− 304 −



− 305 −



− 306 −



− 307 −



− 308 −



− 309 −



− 310 −



− 311 −



− 312 −
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１ 総   括

（歳　入）

款

（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比  較

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

診療収入 △4,438

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

市　債

歳　　　入　　　合　　　計
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− 315 −



− 316 −



− 317 −



− 318 −



− 319 −



− 320 −



− 321 −



− 322 −



− 323 −



− 324 −



− 325 −



− 326 −



− 327 −



− 328 −



− 329 −



− 330 −



− 331 −



− 332 −



− 333 −



− 334 −



− 335 −



− 336 −



− 337 −



− 338 −



後期高齢者医療事業特別会計
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− 340 −



− 341 −



− 342 −
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− 345 −



− 346 −



− 347 −



− 348 −



− 349 −



− 350 −



− 351 −



− 352 −



− 353 −



− 354 −



− 355 −



− 356 −



介護保険事業特別会計
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平成３０年度 ２０１８年度 日光市介護保険事業特別会計予算

平成３０年度 ２０１８年度 日光市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，２２２，８６５千円、

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，９２９千円と定め

る。

２ 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれら

の経費の各項の間の流用
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款 項 金   額

歳  入

第１表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

介護保険料

介護保険料

使用料及び手数料

手数料

国庫支出金

国庫負担金

国庫補助金

支払基金交付金

支払基金交付金

県支出金

県負担金

県補助金

財産収入

財産運用収入

財産売払収入

繰入金

他会計繰入金

基金繰入金

繰越金

繰越金

諸収入

延滞金加算金及び過料

市預金利子

雑　入

市　債

市　債

　　歳 入 合 計
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款 項 金   額

歳  出

総務費

総務管理費

徴収費

介護認定審査会費

趣旨普及費

保険給付費

介護サービス等諸費

介護予防サービス等諸費

介護報酬審査支払手数料

高額介護サービス等費

特定入所者介護サービス等費

財政安定化基金拠出金

財政安定化基金拠出金

地域支援事業費

地域支援事業費

保健福祉事業費

保健福祉事業費

基金積立金

基金積立金

諸支出金

償還金及び還付加算金

延滞金加算金及び過料

予備費

予備費

　　歳 出 合 計
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款 項 金   額

歳  入

第１表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定） 

介護予防サービス収入

介護予防サービス収入

繰越金

繰越金

　　歳 入 合 計

款 項 金   額

歳  出

地域支援事業費

地域支援事業費

諸支出金

繰出金

予備費

予備費

　　歳 出 合 計
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第 ２ 表    地  方  債　（保険事業勘定）　
（単位：千円）

財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率

普通貸借 無利子
　債権者と協定す
るところによる。
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１ 総   括

（歳　入）

款

（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比  較

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

介護保険料

使用料及び手数料

国庫支出金 △88,629

支払基金交付金 △182,110

県支出金 △56,424

財産収入 △162

繰入金 △153,900

繰越金

諸収入 △39

市　債

歳　　　入　　　合　　　計 △380,188
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− 388 −



− 389 −



− 390 −
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（介護サービス事業勘定）



− 392 −
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− 396 −
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診療所事業特別会計
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− 417 −



− 418 −



− 419 −
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− 424 −
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温泉事業特別会計
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予算に関する説明書
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銅山観光事業特別会計
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予算に関する説明書
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下水道事業特別会計
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予算に関する説明書
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− 492 −



− 493 −



 



公共用地先行取得事業特別会計
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